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本計画では、「障害」や「障害者」の表記について、大分県の「『障がい』
の表記に関する取扱い要領」（平成 18 年 2 月 13 日）に準じ、障害のある
人を総称する場合、「障がい者」と表記することで統一しています。 

このほか、法律や政省令、通知、条例、規則等の中での名称、あるいは固
有名詞（組織名、団体・施設名、計画書の名称等）、引用文の場合を除き、
「障害」を「障がい」として統一的に表記しています。 

また、本計画の名称についても、「障がい者計画」、「障がい福祉計画」と
表記することとしています。 

「障がい」の表記について 
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第１章 計画の概要と策定の前提 
 

 

１．計画策定の背景 

近年、障がい者施策をめぐっては、平成１２年度に「社会福祉基礎構造改革」の一環

として社会福祉事業法等関係８法が改正されたことにより、「個人の尊厳の尊重」と「自

立した地域生活への支援」など新たな枠組みが示されました。特に、平成15年度に導入

された「支援費制度」は、従来の措置制度から利用者自らが福祉サービスを選択・決定

するという点で画期的な制度改革とされました。 

また、この支援費制度の運営上の諸問題が顕在化する中、「自立支援型システムへの

転換」と「制度の持続可能の確保」を目的として平成18年10月から「障害者自立支援

法」が完全施行され、従来、一部のサービスを除き福祉サービスの対象外となっていた

精神障がい者への対応も含め、障がい福祉サービスの一元化が図られました。 

さらに、この間、平成17年４月には「発達障害者支援法」が施行され、それまで法制

度の対象と位置づけられていなかった発達障がい者への対応が法的に明示されました。 

このように障がい者をめぐる施策は、大きな転換期にあり、障がい者やその家族介護

者の高齢化、障がいの重度・重複化といった状況を踏まえながら、本市としての障がい

保健福祉施策の新たな方向を示す総合的な指針が必要となっています。 

このため、障がい者施策の根幹に係る大きな制度改革の節目にあって、障がい者の多

様な支援ニーズに積極的に対応できるよう、障害者自立支援法に基づく「障がい福祉計

画」と一体的に、これからの市の障がい者施策の総合的な指針となる「障がい者計画」

を策定するものです。 
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２．計画の位置づけと期間 

（１）計画の法定根拠と性格 

この計画は、障がい者の生活全般にわたる支援を行うための障がい者施策に係る総合

的な計画であり、平成16年の「障害者基本法の一部改正」によって策定が義務化※１さ

れた「市町村障がい者計画」にあたる法定計画です。 

同時に、平成17年に成立した「障害者自立支援法」※２に基づく法定計画としての「障

がい福祉計画」は、目標年度までの各年度における障がい福祉サービスの種類ごとの必

要な量の見込みとその確保のための方策等を定めるものであり、本市の障がい者計画に

掲げる障がい福祉サービスの整備に係る「事業計画」として位置づけられます。 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）他の計画との関連 

この計画は、本市におけるまちづくりの上位計画である「第４次津久見市総合計画」

の個別計画の一つであり、総合計画に掲げるまちづくり目標の実現に向け、障がい者施

策の観点からその具体化を図る計画と位置づけられます。 

このため、第４次総合計画との整合性をはじめ、他の関連計画との施策内容との調整

を図ったものとしています。 

 

※１ 改正障害者基本法（平成１６年６月公布・施行） 
 

（障害者基本計画等） 

第９条第３項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第４項の基本構想に即し、かつ、当該市町村にお

ける障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画

（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

※２ 障害者自立支援法（平成１７年１１月公布・平成１８年４月施行） 
 

（市町村障害福祉計画） 

第８８条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提

供体制の確保に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 
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図表図表図表図表    1111    障障障障がいがいがいがい者計画者計画者計画者計画・・・・障障障障がいがいがいがい福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画とととと総合計画等他総合計画等他総合計画等他総合計画等他のののの計画計画計画計画とのとのとのとの関係関係関係関係    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 

この計画は、障害者基本法に準拠する「障がい者計画」に、障害者自立支援法に規定

される「障がい福祉計画」を包含した計画であり、障害者自立支援法による制度改革が

めざす平成23年度（2011年度）を終期とし、計画期間を平成19年度（2007年度）

からの５か年計画とします。 

ただし、障がい福祉計画にあたる部分については、国の基本方針に基づき、平成23

年度の目標達成を念頭に置きながら３年を１期とする計画であり、この第１期計画とし

て計画期間を平成18年度（2006年度）から平成20年度（2008年度）までとします。 

なお、今後の制度改革の動向や社会情勢の変化等に柔軟に対応できるよう、必要に応

じて見直しを行うものとします。 

 

（計画期間：平成18年度～27年度） 
 

（将来像） 

「食の文化とライム産業が育む定住拠点」の実現 

第４次津久見市総合計画 

津久見市障がい者計画・第１期障がい福祉計画 

もっとやさしいつくみのこれから 

すべての障害者が安心して元気に暮らせるよう、障害者計画の策定、障害者支

援センターの活用と障害者相談員との連携のもと、啓発活動や交流事業等を推進

し、ノーマライゼーションの理念の一層の浸透を図るとともに、総合的な相談・

情報提供体制の整備や福祉サービスの充実、保健・医療サービスの充実、雇用機

会の拡大や社会参加の促進に向けた施策の推進、通所授産施設の充実、さらには

バリアフリー、ユニバーサル・デザインのまちづくりを進めます。 

          （総合計画からの抜粋）

市の将来像の実現と障がい者福祉施策の方向性の具体化 

障がい者福祉に関する施策の方向性 

高齢者福祉・介護・次世

代育成・健康（保健）・

教育・都市整備・住宅等

他の個別計画 

調整 
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図表図表図表図表    2222    障障障障がいがいがいがい者計画及者計画及者計画及者計画及びびびび障障障障がいがいがいがい福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画のののの計画期間計画期間計画期間計画期間    

 

区 分 
18年度 

(2006) 

19年度 

(2007) 

20年度 

(2008) 
・・・・ 

23年度 

(2011) 

障がい者計画 

（総論・基本計画） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい福祉計画 

（事業計画） 

 

 

 

 

 

 

     ※（ ）内は、本計画の中での位置づけを示す。 
 

３．計画の対象者 

この計画の対象者は、障害者基本法や障害者自立支援法に定めるほか、発達障害者支

援法などに定めるすべての障がい者とします。 

また、障がいの有無を問わず、すべての市民に対して、この計画の実現に向けた積極

的な取組みを期待するものです。 
 

４．障がい者施策をめぐる法制度の動向 

近年の社会保障制度をめぐる改革は目まぐるしいものがあり、特に、障がい者にとっ

て大きな変革の一つが平成15年度に導入された「支援費制度」です。 

この制度は、それまでの「措置制度」とは大きく異なり、障がい者が主体的にサービ

スを選択、事業者と契約しサービスを受けるという、障がい福祉施策の根幹を大きく変

えるものでした。 

また、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律」（平成

7年成立、平成11年一部改正）は、精神障がい者にとって大きな変革であり、従来の「入

院医療」中心の施策から「地域精神保健福祉」へと転換されました。 

この法律により、｢精神障がい者の福祉の増進｣と｢国民の精神保健の向上｣という２つ

の目的に向け、保健医療施策と福祉施策の両面からの法体系に改められ、精神障がい者

サービスの実施主体が都道府県から市町村となりました。 

（平成19年度～23年度） 

第1期計画 

見直し 

第２期計画 

見直し 
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さらに、平成16年12月には「発達障害者支援法」が成立し、発達障がいの定義やそ

の理解促進、あるいは発達障がい者の生活支援への取り組みなどが法的に明記されまし

た。 

そして、平成17年10月には「障害者自立支援法」が成立しました。これは、支援費

制度の持続可能な運営上、財政的な脆弱さが懸念されてきたことやサービス水準の地域

間格差が顕在化してきたことなどを受け、身体障がい、知的障がい、精神障がいの３障

がい種に対して一元的にサービスを提供するものであり、平成18年10月から完全施行

（一部４月から施行※）されています。 

※新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国等の負担（義務的負担化）
に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関す
る事項等 

 

図表図表図表図表    3333    障障障障がいがいがいがい者施策者施策者施策者施策のののの過去過去過去過去１０１０１０１０かかかか年年年年のののの歩歩歩歩みみみみ    

年  主たる法制度改革の内容  

平成8年 

（1996年）  

１月 総理府「障害者対策推進本部の設置について」の一部改正 

平成9年 

（1997年）  

４月 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律成立  

平成10年 

（1998年）  

９月 精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律の公布 

平成11年 

（1999年）  

６月 厚生省（現 厚生労働省）「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一

部を改正する法律」の公布 

10月 厚生省（同上）「地域福祉権利擁護事業」を開始 

12月  法務省 成年後見制度の改正 

聴覚・言語機能障害者による公正証書遺言の利用を可能にする遺言の

方式の改正を内容とする「民法の一部を改正する法律」等成立 

平成12年 
（2000年）  

４月  厚生省（現 厚生労働省）「介護保険法」施行 

５月  建設省（現 国土交通省）「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用し

た移動の円滑化の促進に関する法律」の成立（11月15日施行） 

６月  厚生省（現 厚生労働省）「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部

を改正する等の法律」の公布 

平成13年 
（2001年）  

８月  国土交通省「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン」策定 
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平成14年 
（2002年）  

４月 厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」成立

（５月７日１次分施行，10月１日２次分施行，平成16年４月１日３次

分施行） 

５月 厚生労働省「身体障害者補助犬法」の成立 

（10月１日１次分施行，平成15年10月１日２次分施行） 

７月 国土交通省「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促

進に関する法律（ハートビル法）の一部を改正する法律」成立 

（平成１５年４月施行） 

12月 「障害者基本計画」策定（閣議決定） 

平成15年 
（2003年）  

４月 厚生労働省 「措置制度」から「支援費制度」へ移行 

平成16年 
（2004年）  

１月 文部科学省「小・中学校におけるＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症の児童生徒へ

の教育支援体制の整備のためのガイドライン（試案）」を策定 

３月 文部科学省「学校施設バリアフリー化推進指針」策定 

６月 内閣府「障害者基本法の一部を改正する法律」の成立 

（16年6月4日一次分施行、17年4月18日二次分施行、19年4月1日三次

分施行）〔差別禁止理念の明示、障害者の日の障害者週間への拡大、都道府県・

市町村障害者計画策定の義務化等〕 

12月 厚生労働省「発達障害者支援法」の成立（17年4月1日施行） 

平成17年 
（2005年）  

６月 厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の成

立（18年4月1日施行、17年10月1日一部施行） 

７月 国土交通省「ユニバーサルデザイン政策大綱」公表 

10月 厚生労働省「障害者自立支援法」の成立（18年4月1日施行） 

平成18年 
（2006年）  

３月 内閣府「災害時要援護者の避難対策に関する研究会」検討報告 

６月 文部科学省「学校教育法等の一部を改正する法律」の成立 

（19年4月1日施行） 

６月 国土交通省「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」成立 
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第２章 障がい者施策の変革と計画策定の基本方針 
 

１．障害者自立支援法による改革の全体像 

（１）障害者自立支援法のめざす方向と制度改革のポイント 

平成１５年４月に導入された「障害者支援費制度」によるサービス利用が増加する中

で、財源的問題が顕在化し、制度の持続的かつ健全な運営が懸念される状況が生じてき

たことやサービス提供の地域間の格差の問題、あるいは精神障がい者が対象外となって

いたことなどから、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉

法の一体的な見直しが行われ、平成17年10月に「障害者自立支援法」が制定されまし

た。 

障害者自立支援法による制度改革の基本視点としては、大きく次の３点が掲げられて

います。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、障害者自立支援法による制度改革の内容は、次の５つのポイントに整理されま

す。 

②自立支援型システムへの転換 

障がい者が就労を含めて、その人らしく自立して地域で暮らし、地域社会

に貢献できる仕組みづくり 

①障害保健福祉の総合化 

年齢や障がい種別等にかかわりなく、身近で必要なサービスを受けながら

暮らせる地域づくり 

③制度の持続可能性の確保 

障がい者を支える制度が国民の信頼を得て安定的に運営できるよう、より

公平で効率的な制度づくり 
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図表図表図表図表    4444    障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法によるによるによるによる制度改革制度改革制度改革制度改革のののの５５５５つのつのつのつのポイントポイントポイントポイント    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント１＞ 

障がい福祉サービスの一元化 

■ 障がいの種別や年齢によって複雑に組み合わされてい

た制度を、共通の制度に一元化 

■ 福祉サービスの提供主体を市町村に一元化 

＜ポイント２＞ 

施設・事業体系の再編とサービ

スの計画的な整備 

■ 既存のサービス体系を、機能に着目して再編 

■ 地域生活支援、就労支援のための事業や重度障がい者

を対象としたサービスを創設 

■ 計画的なサービス整備のための「障がい福祉計画」策

定の法定化 

＜ポイント３＞ 

就労支援の抜本的強化 

■「施設での就労から企業等での就労への移行促進」のた

めの新たな就労支援事業の創設 

■ 雇用施策との連携の強化による就労支援の推進 

＜ポイント４＞ 

支給決定のしくみの透明化・明

確化 

■ 支援の必要性に関する客観的な尺度としての障がい程

度区分の導入 

■ 審査会の設置とケアマネジメントの制度化 

＜ポイント５＞ 

安定的な財源の確保 

■ 国の費用負担責任の強化 

■ 利用量・所得に応じた利用者負担の見直し 

■ 公費負担医療制度の「自立支援医療費制度」への移行

と利用者負担の見直し 
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（２）制度改革の全体像 

先の基本視点に立ち、「利用者本位のサービス体系への再編」や「就労支援の抜本的

対策の強化」から、次のような体系をめざすこととなりました。 

 

① サービス体系の再編については、利用者本位の観点から「重度訪問介護」や「重

度障害者等包括支援」など新たなサービスが創設され、障がいの重い利用者への配

慮が行われています。 

② 利用者の生活を「日中活動の場」と「居住の場」とに分けられ、これにより施設

の中での連続した生活ではなく、地域と交わる暮らしへと変わっていくことになり

ます。 

③ 新体系サービスへの移行は、平成18年10月から進められていますが、現行施設

については経過措置があり、概ね5か年のうちに順次移行し、最終的に平成23年度

に移行完了することが予定されています。 

④ これら自立支援給付に加え、市町村の実情に応じて柔軟に実施することが適当と

される事業については、それぞれの判断によって実施する「地域生活支援事業」が

創設されています。 

 

これにより、障がい者・児に対する従来のサービスは、「機能」に着目して再編され、

大きくは障がい者に個別に給付が行われる「自立支援給付」と、市町村ごとに地域特性

や利用者の状況を勘案して実施する「地域生活支援事業」に分けられました。 
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ＡＡＡＡ    
自自自自
立立立立
支支支支
援援援援
給給給給
付付付付    

 
 
障 
が 
い 
者 
・ 
児 

(21)相談支援           (22)コミュニケーション支援 

(23)日常生活用具の給付・貸与   (24)移動支援 

(25)地域活動支援センター     (26)その他任意事業 

 

都道府県 

(27)専門性の高い相談支援           (28)その他広域的事業 
(29)サービス・相談相談支援者、指導者の育成 (30)その他事業 
 

市町村を支援 

ＢＢＢＢ    地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業地域生活支援事業    

２２２２    訓練等給付訓練等給付訓練等給付訓練等給付    

(11)自立訓練（機能訓練） 
(12)自立訓練（生活訓練） 
(13)就労移行支援 
(14)就労継続支援（A型） 
(15)就労継続支援（B型） 
(16)共同生活援助（グループホーム） 
 

１１１１    介護給付介護給付介護給付介護給付    

(1)居宅介護（ホームヘルプ） 
(2)重度訪問介護 
(3)行動援護 
(4)重度障害者等包括支援 
(5)生活介護 
(6)療養介護 
(7)児童デイサービス 
(8)短期入所（ショートステイ） 
(9)共同生活介護（ケアホーム）
(10)施設入所支援 

＜ 市町村 ＞ 

 

図表図表図表図表    5555    障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法によるによるによるによる新体系新体系新体系新体系サービスサービスサービスサービスのののの全体像全体像全体像全体像    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな制度改革では、障がい者の介護ニーズを客観的に判定し、透明で公平な支給決

定を実施するため、「障がい程度区分」が設定されています。 

また、サービス利用時は、市町村や指定相談支援事業者に相談（地域生活支援事業の

相談支援事業）し、総合的な相談支援を受けることとなり、さらに、必要に応じてサー

ビス利用計画を作成し、継続的な支援を受けることができます。 

４４４４    補装具補装具補装具補装具    

(20)補装具費の支給 

 

３３３３    自立支援医療自立支援医療自立支援医療自立支援医療    

(17)（旧）更生医療 
(18)（旧）育成医療※ 
(19)（旧）精神通院公費※ 

※上記の実施主体は都道府県 
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図表図表図表図表    6666    申請申請申請申請からからからからサービスサービスサービスサービス利用利用利用利用までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

利用申請 

障がい程度区分認定調査 

介護給付を希望する場合 訓練等給付を希望する場合 

障がい程度区分の一次判定 

心身の状況を判定す

るための106項目の

アセスメントや概要

調査等を実施 

指定相談支援事業

所及び市福祉事務

所で受付け 

障がい程度区分の二次判定（審査会） 

暫定支給決定 

障がい程度区分の認定・通知 

支給決定・通知 

訓練・就労評価項目 

▼ 

個別支援計画 

医

師

意

見

書 

 
 
 
審査会の
意見聴取 

勘
案
事
項 

サ
ー
ビ
ス
利
用
意
向 
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２．計画策定の基本方針 

国の障害者基本計画で掲げる「ノーマライゼーション」と「リハビリテーション」の

理念とともに、障害者自立支援法の理念（目標）として掲げられる「①年齢や障がい種

別等にかかわりなく、身近で必要なサービスを受けながら暮らせる地域づくり、②障が

い者が就労を含めて、その人らしく自立して地域で暮らし、地域社会に貢献できる仕組

みづくり」という考え方を踏まえながら、この計画の基本方針を次のとおりとします。 
 

 

基本方針１ 物的、精神的なバリアフリー化への総合的な取組みの視点 

障がい者にとって地域での自立した生活や社会参加を実現していくためには、公共施

設などの物的な障がい（バリア）を取り除いていくと同時に、障がいの有無にかかわら

ず、すべての市民の尊厳や権利を互いに尊重し、ともに暮らす「共生」（ノーマライゼ

ーション）の考え方に立った風土づくりが不可欠であり、「心のバリアフリー化」の視

点を重視した施策検討を行うものとします。 
 

基本方針２ 「障がい」の多様化への配慮と「利用者本位」の自立生活支援の視点 

「障がい」の概念は、身体障がい、知的障がい、精神障がいといった３つの大きな枠

組みだけでは捉えられないほど多様化しており、それぞれの特性を十分理解した上で、

多様な障がいへの適切な対応が求められています。 

また、障がい者が必要なサービスを利用するにあたっては、生涯の各時期に応じて必

要なサービスを自ら選択し利用できるよう、「自分らしい暮らし方」の尊重を基本に、

保健・福祉にとどまらず、教育や雇用（就労）、住まいなどに関して、相談からサービ

ス提供に至る総合的な提供基盤づくりと相談支援体制づくりをめざすものとします。 
 

 

基本方針３ 生涯を通じた一貫性ある総合的な支援の視点 
 

障がい者が、乳幼児期から高齢期まで生涯の各時期において地域の中で安心して暮ら

し続けることができるようにするためには、「ライフステージ」に応じて必要とするサ

ービスが間断なく利用できることが必要であり、生涯を通じた一貫性ある総合的な支援

の視点に立った施策検討を行います。 
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基本方針４ 「施策の総合化」と「市民と行政との公私協働」の視点 

国の財政健全化の流れの中で、社会保障分野も例外ではなく、今後、一段と厳しい財

政状況を迫られるものと見込まれ、より一層、地域経営的な視点からの取組みが不可欠

となっています。 

このため、障がい者の多様な支援ニーズに対応できるよう、保健･医療･福祉をはじめ

庁内の関連施策の効果的な実施、いわゆる“施策総合化”の視点からの施策検討を行い

ます。 

また、多様な市民ボランティア活動を支援・育成し、市民と行政とによる「公私協働」

の視点からの施策検討を行います。 
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第３章 障がい者の生活実態と支援ニーズ 
 

１．障がい者の動向 

（１）身体障がい者 

平成15年以降の身体障がい者数（手帳所持者数）は、平成18年３月末現在で、1,480

人となり、年々増加傾向にあります。 

等級別には、１、２級をはじめ重度・中度者はほぼ横ばいで推移しており、５、６級

の軽度者が増加しています。また、障がい部位別では、「肢体不自由」の増加傾向がみ

られます。 

図表図表図表図表    7777    障障障障がいがいがいがい等級別等級別等級別等級別にみたにみたにみたにみた身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい者数者数者数者数のののの動向動向動向動向    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市調べ 

図表図表図表図表    8888    障障障障がいがいがいがい部位別部位別部位別部位別にみたにみたにみたにみた身体障身体障身体障身体障がいがいがいがい者者者者のののの動向動向動向動向    
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（２）知的障がい者 

知的障がい者数（手帳所持者数）の動向をみると、総数では、平成18年３月末現在

192人で、平成15年に比べ、約20人ほどの増加となっています。 

等級別では、中軽度者の増加が主であり、また、年齢別では18歳未満が7人、18歳

以上が11人の増加となっています。 
 

図表図表図表図表    9999    知的障知的障知的障知的障がいがいがいがい者者者者のののの障障障障がいがいがいがい程度別程度別程度別程度別、、、、年齢別年齢別年齢別年齢別のののの動向動向動向動向    

程度区分 年令区分 
  

Ａ(重度) Ｂ(中軽度) 18歳未満 18歳以上 
合計 

平成15年 69 105 24 150 174 

平成16年 70 111 24 157 181 

平成17年 71 114 26 159 185 

平成18年 72 120 31 161 192 

   ※各年3月末現在 

（３）精神障がい者 

精神障がい者数（手帳所持者数）は、平成15年の34人から平成18年には63人と急

増しています。障がい程度別では、２級が圧倒的多数を占めています。 

また、医療区分の患者数でみると、平成17年6月現在では、478人であり、そのうち、

「通院」が圧倒的多数を占め、「入院」は約2割という状況です。 
 

図表図表図表図表    10101010    等級別等級別等級別等級別にみたにみたにみたにみた精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者数者数者数者数のののの動向動向動向動向    

（単位：人） 

  １級 ２級 ３級 合計 

平成15年 2 25 7 34 

平成16年 2 31 7 40 

平成17年 3 36 12 51 

平成18年 2 48 13 63 

※各年3月末現在 

図表図表図表図表    11111111    医療区分患者数医療区分患者数医療区分患者数医療区分患者数のののの動向動向動向動向    

  医療保護 通  院 通 院 

  
措置入院 

入  院 
任意入院 

法第32条 その他 
合計  

平成14年 0 39 76 116 195 426 

平成15年 0 40 85 111 209 445 

平成16年 0 33 87 120 228 468 

平成17年 1 40 76 137 224 478 
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２．障がい者の日常生活上の問題 

「津久見市障がい者計画策定のためのアンケート調査」（以下「アンケート調査」と

いう。）の結果から、障がい者が日常生活で抱える問題や不安をみていくと、「特に困

っていることや不安に思うことはない」と答えた人は回答者総数（985人）のうちの2

割ほどであり、その他多くの障がい者が生活上の何らかの問題や不安を抱えている状況

がうかがえます。 

特に、「自分の健康への不安」をもつ人が全体の4割近く（38.4％）に上り、また「家

族介助者の健康の不安」を挙げる人が22.6％と2割を超えており、家族介助者を含め障

がい者の健康維持・改善のための施策充実が求められます。 

この健康問題に続き、知的障がいや精神障がいを中心に、「十分な収入が得られない」

（13.9％）や「将来にわたる生活の場、または施設の有無」（10.4％）が挙げられ、

就労問題や将来にわたる生活の場の確保に対するニーズの高さが示されています。 
 

図表図表図表図表    12121212    日常生活日常生活日常生活日常生活でのでのでのでの問題問題問題問題やややや不安不安不安不安    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 
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自分の健康や体力に自信がない

家族など介助者の健康状態が不安

十分な収入が得られない

将来にわたる生活の場、または施設の有無

趣味や生きがいを持てない

適当な働き口がない

介助や援護をしてくれる人がいない

いっしょに暮らす人がいない

相談できる人がいない

結婚できない

生活をするうえで必要な情報を得られない

保健・福祉・医療サービスが受けられない

隣人などとの関係

結婚生活が続けられない

その他

特に困っていることや不安に思うことはない

全体 n=985
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３．障がい者の地域とのかかわり方 

（１）近所づきあいの状況 

障がい者の近所づきあいの状況をみると、全体では「大変親しくつきあっている」が

34.2％と親密な近所づきあいの関係をもっている人が３割を超えます。また、「会えば

あいさつをする程度」と回答した人も35.3％と3割を超えるほか、「行事のある時はつ

きあう」が18.1％と２割ほどを占めており、親密度の差はあるものの、隣近所との関係

を保っている人が多い状況です。 

その一方で、「ほとんどつきあいはない」はわずか全体の3.2％にとどまります。し

かし、障がい種別には、知的障がい者や精神障がい者でそれぞれの１割に迫る割合とな

っており、身体障がい者に比べてその割合が高い比率となっています。 

このような状況から、知的障がい者や精神障がい者を中心に、その家族を含め、地域

とのつきあいが保たれるよう意識啓発を図っていくと同時に、地域との接点となるさま

ざまな機会づくりに取り組む必要があります。 
 

図表図表図表図表    13131313    隣近所隣近所隣近所隣近所とのつきあいのとのつきあいのとのつきあいのとのつきあいの程度程度程度程度    

 

 

 

 

 

 
 

 

※平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 

（２）差別や偏見を感じた経験 

地域生活において障がい者が感じる差別や偏見について、全体では、「偏見や差別を

感じるない」人が７割近く（ほとんど感じことはないの41.0％とまったく感じたことは

ないの25.8％の合計値）に達します。 

その一方で、「よく感じる」と回答した人は4.5％、「ときどき感じる」が13.6％と

いう結果であり、この両者を合わせた割合は、知的障がい者で29.2％、精神障がい者で
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無回答
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50.0％とそれぞれ際立って高い数値となっています。 

 
 

図表図表図表図表    14141414    周囲周囲周囲周囲のののの差別差別差別差別やややや偏見偏見偏見偏見をををを感感感感じたじたじたじた経験経験経験経験のののの有無有無有無有無    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 

差別や偏見を感じる生活上の場面（内容）としては、「外での人の視線」を挙げる人

が４割ほど（41.0％）を占め、次いで「近所づきあいの中」も32.6％と３割を超える

結果となっています。 
 

図表図表図表図表    15151515    差別差別差別差別やややや偏見偏見偏見偏見をををを感感感感じるじるじるじる主主主主なななな場面場面場面場面    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 
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４．市の暮らしやすさと今後のまちづくりに対するニーズ 

（１）障がい者にとっての津久見市の暮らしやすさ 

障がい者にとって津久見市の現状を総合的に勘案した場合の暮らしやすさについては、

「とても暮らしやすい」と回答した“積極的肯定派”は１割にとどまりますが、これに

「どちらかというと暮らしやすい」（42.7％）という評価を合わせると、全体の半数ほ

どが市の現状について暮らしやすさを感じている結果です。 

その一方、「どちらかというと暮らしにくい」、または「暮らしにくい」という“否

定的な評価”の合計が3割ほどに上り、特に精神障がい者の場合、その４割に達してお

り、生活支援サービスや就労機会の不足感が現れているものと考えられます。 
 

図表図表図表図表    16161616    障障障障がいがいがいがい者者者者にとってのにとってのにとってのにとっての津久見市津久見市津久見市津久見市のののの暮暮暮暮らしやすさらしやすさらしやすさらしやすさ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 

 

同様に、介助者からみた市の暮らしやすさの評価をみると、障がい者本人の評価とほ

ぼ同様の傾向がみられ、暮らしやすさについて肯定的な評価が半数ほどに上る一方で、

精神障がい者の介助者では2割を超える人が市の暮らしやすさについて否定的に評価し

ています。 
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図表図表図表図表    17171717    家族介助者家族介助者家族介助者家族介助者からみたからみたからみたからみた市市市市のののの暮暮暮暮らしやすさのらしやすさのらしやすさのらしやすさの評価評価評価評価    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 

 

（２）障がい者にとって暮らしやすいまちづくりのための施策ニーズ 

障がい者にとって暮らしやすいまちづくりを進めるために、特にどのような施策分野

へのニーズが高いかをみると、圧倒的多数で「相談窓口をつくるなど相談体制の充実」

（46.1％）が第１位に挙げられ、最重要課題と位置づけられています。 

これに次いで、「サービス利用の手続きの簡素化」（31.2％）や「保健・医療・福祉

サービスの充実」（28.8％）、「行政からの福祉に関する情報提供の充実」（26.8％）

が挙げられており、相談体制の充実とともに、利用手続きの簡素化や保健・医療・福祉

サービスの充実、情報提供の充実が多くの障がい者から求められている結果です。 

14.1 35.2 15.6 7. 67. 67. 67. 6 27.6

14.0 34.8 16.1 6.96 .96 .96 .9 28.3

9.8 47.1 13.7 13.713.713.713.7 15.7

14.3 28.6 7.1 17.917.917.917.9 32.1

住みやすい どちらかと
いうと住み
やすい

どちらかと
いうと住み
にくい

住みにくい 無回答

ｎ
674

598

51

28

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

（％）
全体



 

23 

 

図表図表図表図表    18181818    障障障障がいがいがいがい者者者者にとってにとってにとってにとって暮暮暮暮らしやすいまちづくりのためのらしやすいまちづくりのためのらしやすいまちづくりのためのらしやすいまちづくりのための施策施策施策施策ニーズニーズニーズニーズ    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 
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５．障がい者の就労状況と就労支援ニーズ 

何らかの就労により定期的な収入を得ている障がい者の割合は、17.7％と全体の2割

未満であり、年齢や障がいの状況によって就労できない人が対象者に含まれていること

を考慮しても、極めて少ない結果となっています。 

図表図表図表図表    19191919    就労就労就労就労によるによるによるによる定期的定期的定期的定期的なななな収入収入収入収入のののの有無有無有無有無    

 

 

 

 

 
 

※ 平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 

このように現在、就労している2割ほどの人の就業形態をみると、「会社などの正規

の社員・職員」が最も多く、全体（174人）の3割ほどを占めます。また、「授産施設・

福祉作業所」や「農業などの自営業」、「臨時・日雇い・パート、臨時など」がそれぞ

れ2割近い結果です。 

障がい種別には、「一般就労」の割合が身体障がいで高い一方で、知的障がいや精神

障がいでは「福祉的就労」が圧倒的に多い結果となっています。 
 

図表図表図表図表    20202020    就労就労就労就労しているしているしているしている障障障障がいがいがいがい者者者者のののの就業形態就業形態就業形態就業形態    

 

 

 

 

 

 
 

※ 平成18年度「障がい者計画策定のためのアンケート調査結果報告書」 

 

17.7 73.8 8.5

14.7 76.6 8.7

40.4 55.1
4.5

23.8 71.4
4.8

ある ない 無回答
ｎ

985

852

89

42

（％）
全体

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

16.7
2.9

31.6 16.716.716.716.7
0.0 0.6

17.8 8.6 5.2

22.4
3.2

36.0 17.617.617.617.6
0.0 0.8 4.0

10.4 5.6

2.8 2.8

16.7 11.111.111.111.1
0.0 0.0

55.6 5.6

0.0 0.0

10.0 30.030.030.030.0
0.0 0.0

60.0
0.0 0.0

農業・
漁業な
どの自
営業

家業の
手伝い

会社な
どの正
規の社
員・職
員

臨時、日
雇い、
パート、
嘱託等

有償ボ
ラン
ティア

内職 授産施
設、福
祉作業
所

その他 無回答

ｎ
174

125

36

10

身体障がい者

知的障がい者

精神障がい者

（％）
全体

5.6



 

25 

就労上の問題としては「収入が少ない」ことが第一位に挙げられ、“就労者”の3割

を超える結果です。 

今後、障がい者の就労を促進するための条件として、「事業主や職場の仲間の理解」

や「企業などが積極的に障がい者を雇用すること」「障がい者にあった就労条件が整っ

ていること」を挙げる人が全体の3割前後に上ります。 
 

図表図表図表図表    21212121    障障障障がいがいがいがい者者者者のののの就労上就労上就労上就労上のののの問題点問題点問題点問題点    
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図表図表図表図表    22222222    障障障障がいがいがいがい者者者者のののの就労就労就労就労をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための条件条件条件条件    
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健康保険・厚生年金などがない

職場の設備（トイレ等）に不備がある

技術や能力が生かせない

その他

特にない
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（%）

33.1

31.0

30.2

26.9

20.4

18.4

15.9

14.1
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2.0
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事業主や職場の仲間の理解

企業などが積極的に障がい者を雇うこと

障がい者に配慮した職場の施設・設備

障がい者にあった就労条件が整っていること

生活できる給料がもらえること

働く場の紹介や相談の充実

通勤（交通）手段の確保

仕事をするための訓練・研修の機会の充実

小規模作業所等働く場が整備されていること

健康管理が充実していること

公営住宅、ｱﾊﾟｰﾄ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等住居の整備

自営業希望の障害者への支援の充実

その他

特に必要ない

全体 n=985
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６．家族介助の状況 

障がい者の高齢化が進んでいる中にあって、その家族介助者も高齢化が顕著であり、

身体障がい者や精神障がい者の主な家族介助者では65歳以上の高齢者がそれぞれ4割

前後に及びます。 

こうした介助者の高年齢化の中で、その健康状態でも「疲れ気味」や「病気がち」と

回答した割合が全体の３割ほどに上り、特に精神障がい者の場合には家族介助者の半数

が健康上の不安を抱えている結果となっています。 

また、介助に要する１日あたりの平均時間は「６時間以上」が全体の２割を超え、特

に知的障がい者や精神障がい者の介助者の場合、その４割前後が6時間以上の介護を行

っている状況であり、介助者にとって時間的拘束も大きい負担となっている状況がうか

がえます。 
 

図表図表図表図表    23232323    主主主主なななな家族介助者家族介助者家族介助者家族介助者のののの年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成    
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図表図表図表図表    24242424    主主主主なななな家族介助者家族介助者家族介助者家族介助者のののの健康状態健康状態健康状態健康状態    
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図表図表図表図表    25252525    主主主主なななな家族介助者家族介助者家族介助者家族介助者のののの1111 日日日日あたりあたりあたりあたり平均介助平均介助平均介助平均介助（（（（介護介護介護介護））））時間時間時間時間    
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次に、家族介助者が病気などになった場合の“緊急対応”の希望について、「病院や

施設に一時的に入所する」、「施設などに入所する」がそれぞれ2割を超え、緊急時に

は短期入所あるいは施設への入所を希望する人が多い結果です。 

また、「同居の家族に頼む」(18.9％)や｢同居していない家族や親戚に頼む｣（18.5％）

とする人がそれぞれ2割近くに達します。 
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第４章 計画の基本課題 
 

障がい者をめぐる施策の動向やアンケート調査結果にみる生活実態と施策ニーズの結

果等を総合的に勘案し、この計画の基本課題を次のとおり定めます。 

（１）「障がい」や「障がい者」に対する市民等への啓発の一層の推進 

障がい者が地域の中で一人の市民として生き生きと安心して生活を送るためには、ア

ンケート調査結果に示されるように、周囲からの差別や偏見を感じた経験をもつ人が少

なくない現状を踏まえ、その解消を図っていくことが重要です。 

このため、市民各層に対する啓発活動を一層充実していくことが今後の基本課題の一

つに掲げられます。また、障がい者に接する機会の多いサービス提供事業者や行政内部

の意識改革を進めることが必要です。 

（２）「生活の質」を高める『利用者本位の生活支援策』の総合的推進 

障害者自立支援法の施行による新体系サービスへの移行にあたり、「これからのサー

ビス利用に対する不安」と同時に、「現行サービス水準の維持・向上」が求められてい

ます。 

このため、障がい者が必要とするサービスをこれまでと変わりなく受けながら、地域

の中で安心して暮らすことができるよう、日常生活支援のための体系的なサービス提供

基盤整備に取り組んでいく必要があります。 

また、制度改革に伴いこれからの事業運営に不安を抱く施設・事業者も少なくなく、

その理解を求めながら新サービス体系への円滑な移行を促進するとともに、障がい者か

らの要望が最も強い「相談体制の充実」のほか、「情報提供体制」「ケアマネジメント

機能の向上」などの充実を図り、サービスの質的な向上を図っていくことが重要です。 

特に、精神障がい者の場合、「精神障がい」や「精神障がい者」に対する理解を深め

るとともに、精神障がい者の社会復帰や地域生活への移行を支援するため、保健・医療・

福祉などとの連携を強化し、総合的な生活支援に取り組んでいくことが求められていま

す。 

また、障害者自立支援法の対象外となっている「難病」や「発達障がい」をはじめ、

あらゆる障がいを対象に、それぞれ障がいの特性や関連法などを踏まえた適切な対応を

図り、「制度の谷間」を生み出さないように努める必要があります。 
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（３）働きたい意欲や社会参加の希望を実現できる地域づくり 

障害者自立支援法がめざす理念の一つとして「働く意欲をもつ人が働ける社会づくり」

が掲げられており、その理念を具現化していくため、就労支援サービスの充実はもとよ

り、企業・事業所に対する障がい者雇用の働きかけのほか、福祉・雇用・就業に係る関

係機関等による総合的な就労支援ネットワークの構築をめざす必要があります。 

また、一人ひとりの能力や可能性を最大限に伸ばし、社会的に自立した生活を送るこ

とができるよう、障がいのある子どもの保育・教育の充実を図るとともに、生涯学習活

動、スポーツ・レクリエーション活動などへの参加機会の充実を図り、社会参加を希望

する人が障がいの有無を問わず等しくその機会を享受できる地域づくりをめざす必要が

あります。 

（４）安全・安心な暮らしを送ることができる生活環境の整備充実 

公共施設などのバリアフリー化の推進や移動手段の改善などを図るとともに、地域に

おける防災・防犯のネットワーク化を進め、特に災害時における安全対策など、安全・

安心な暮らしの基盤づくりに取り組む必要があります。 

（５）地域福祉の観点に立った市民ぐるみの支援活動の促進 

障がいのある人もない人も共に暮らせるあたたかな地域を築いていくことが必要です。

また、施設入所から地域生活への移行を促進し、市民同士が連携し、支えあうボランテ

ィア活動などの推進を図り、地域福祉の視点から障がい者を地域ぐるみで支える取り組

みを進め、市民と行政との役割を明確にしながら一体となって障がい者の自立生活や社

会参加を支援する重層的なネットワークづくりが必要です。 
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第５章 計画の理念と目標 
 

 

１．計画の基本理念 

福祉の考え方は、「障がいの有無や年齢を超越し、市民のだれもが地域から排除され

ることなく、地域に包含される一人ひとりの市民としてそれぞれの尊厳が保障される」

ことが基本であり、これからの障がい者施策にあっては、こうした「ソーシャル・イン

クルージョン」の理念に立った取り組みが求められます。 

この計画では、これを基本理念とし、障がいの有無を問わず市民の一人ひとりが互い

を認めあい、互いを支えあっていくまちの姿をめざすものです。 

そして、この共通の価値観（基本理念）のもとに、障がいの有無を問わず市民相互が

互いを尊重し、支えあう市民の生活像、そうした中で、障がい者がそれぞれの状況に応

じて自分らしく、のびやかに自立した生活を送る生活像をめざすものとします。 

そこで、この計画がめざす目標（基本テーマ）を 
 

「障がいのある人もない人も、だれもがのびやかに暮らす、共生のまち」 

と掲げ、障がい者自身の「自助」と市民による「共助」、そして公的機関などの「公

助」により、その実現に取り組みます。 
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２．施策推進の基本目標 

（１）市民相互のふれあい、ささえあいを深める 

障がい者が地域の中で安心していきいきとした暮らしを続けることができ、また、施

設等から地域生活への移行を促していくためには、それぞれの人権が尊重され、地域の

一員として等しく受け入れられる風土が何よりも先ず必要です。 

特に、知的障がい者や精神障がい者の場合、生活のさまざまな場面で偏見や差別を感

じている割合も少なくない現状があり、その解消を図っていくことが求められます。 

このため、市民各層への広報・啓発活動に一層取り組むとともに、障がいの有無を問

わず市民相互がふれあう機会の充実に取り組み、障がい者に対する市民各層の理解と認

識を深め、それぞれの個性と人権を尊重し、ともに支えあう風土づくりを進めます。 

また、障がい者を支えるボランティアやＮＰＯの育成や障がい者団体活動の活性化を

支援します。 

（２）障がい者の自立した生活を支える 

障がいの早期発見や予防、あるいは障がい者の生涯の各時期に応じた健康づくりを支

援するととも、適切な医療が受けられるよう医療サービスの充実を図ります。 

また、障害者自立支援法による新体系サービスを柱に、利用ニーズに対応したサービ

ス提供基盤の整備充実を進め、障がい者の地域での自立生活を総合的に支援します。 

（３）障がい者の生きる力を伸ばし、ともに生きる喜びを高める 

障がい者が地域の中で自立した暮らしを送ることができるよう、障がい児をはじめそ

の「生きる力」を伸ばし、一人の市民として共に生きる喜びを高める機会を充実するた

め、障がいの多様化に対応した教育や育成支援に取り組むとともに、生涯学習の観点か

ら自己啓発機会の充実を図ります。 

また、障がい者にとって、地域生活を維持・継続するためには、その就労問題を解消

し、就労を促進していく必要があります。 

このため、働く意思に応じて適切な就労機会と収入を得ることができるよう、関係部

署や関係機関、企業・事業所等との連携を図り、一般就労への支援を充実するとともに、

就労機会の拡充に取り組みます。 
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（４）障がい者の地域生活のための総合的な支援体制を整える 

障がい者が地域の中で主体的に生活していくためには、保健・医療・福祉・教育など

生活全般にわたる支援サービスを適切に利用できることが重要であり、障がい者やその

家族からのさまざまな相談に適切かつ迅速に対応できる相談体制を充実するとともに、

障がいの特性に配慮した効果的な情報提供を図ります。 

（５）安全で安心できる生活環境を整備する 

「ユニバーサルデザイン」の視点を取り込み、道路・公園・公共交通機関・住宅・建

築物などのバリアフリー化に取り組み、障がい者をはじめ市民のだれにもやさしい生活

環境の整備を図ります。 

また、事故や犯罪、自然災害などの防止対策の充実とともに、災害などの発生時に迅

速かつ的確に対応できるよう体制整備を進め、安全・安心な生活環境を築いていきます。 
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３．施策の体系 

計画の基本理念や施策推進の基本目標を具体化していくため、関連する施策を次のよ

うに体系化し、総合的、効果的な施策推進に取り組むものとします。 

 

（施策推進の基本目標）        （関連施策の体系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

① 障がいの早期発見・早期療育 

② 保健・医療サービスの充実 

③ 在宅サービスの充実 

④ 日中活動の場づくり 

⑤ 居住支援の充実 

⑥ 経済的支援の充実 

① 障がいの特性に応じた教育及び保育の推進 

② 生涯学習、スポーツ・レクリエーション活

動の機会の充実 

③ 就労支援と就労の場の確保 

１．市民相互のふれあい、ささえ

あいを深める 

２．障がい者の自立した生活を支

える 

① 理解・啓発活動の推進 

② 福祉教育・人権教育、交流事業の推進 

③ ボランティア活動・NPO活動への支援 

３．障がい者の生きる力を伸ばし、

ともに生きる喜びを高める 

５．安全で安心できる生活環境を

整備する 

① バリアフリー化・ユニバーサルデザインの

推進 

② 移動・交通手段の整備改善 

③ 障がい者に配慮した防災・防犯対策の充実 

４．障がい者の地域生活のための

総合的な支援体制を整える 

① 相談体制の充実 

② 情報提供体制の充実 

③ 人権・権利擁護の推進 
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  基本計画  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本計画は、総論に掲げる計画の目標及びその実現のた
めの施策体系に基づき、今後の主要な施策・事業の方針
を定めたものです。 
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第１章 市民相互のふれあい、ささえあいを深めるために 
 

 

１．理解・啓発活動の推進 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者が、住み慣れた地域の中で、一人の市民として尊重され、等しく安心して暮

らし続けるためには、周囲の人の理解と協力が不可欠であり、市民一人ひとりの「障が

い」に対する正しい認識を高め、偏見や差別のない、人権を尊重する風土づくりに取り

組むことが必要です。 

特に、精神障がいや軽度発達障がいについては、市民の中に十分浸透しているとは言

えず、理解不足から障がいに気づくのが遅れたり、適切なサービスや支援を受けられな

かったり、あるいは不要な差別を受けたりすることが懸念されます。 

このため、市民に対し、障がいの有無を問わず、共に暮らすことが自然であるという

「ノーマライゼーション」の理念を広く浸透させていくとともに、差別や偏見をなくす

ために人権意識や福祉意識を高めていく必要があります。 

同時に、障がい者にあっても、団体活動などを通じ、多様な「障がい」への理解や障

がい者施策に関する市民の協力を呼びかけるため、自主的な啓発活動に取り組んでいく

ことが求められます。 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①「障がい」や「障
がい者」に関する
市民への情報提
供 

 

■「広報」等を通じた「障がい」や「障がい者」に関する市民各層
への啓発 

■市のホームページを活用した市民への障がいや障がい者施策に関
する情報提供 

■「障がい」や「障がい者問題」に関する啓発資料の収集と作成 

②「障害がい者週
間」などの啓発事
業の推進 

■「障がい者週間」（12 月３日～12 月９日）や「人権週間」（12 
月４日～12 月 10 日）などを通じた人権教育、啓発事業の推進 

③障がい者団体に
よる自主的な活
動の支援 

■障がい者団体などが行う各種イベントに関する市民への周知や支
援 
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２．福祉教育･人権教育や交流事業の推進 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がいの有無にかかわらず、市民のだれもがその人格や個性を尊重されることが重要

であり、生涯の各時期に応じた福祉教育や人権教育を進めることが重要です。 

このため、幼児教育を含め学校教育における人権教育や福祉体験、ボランティア体験

など一貫した福祉教育により一層取り組んでいく必要があります。 

また、広く市民各層に対しては、障がい者への理解を深めるため、生涯学習などあら

ゆる機会を通じて人権意識や福祉意識の高揚を図っていくことが求められます。 

さらに、啓発だけでなく、障がい者と周囲の人がさまざまにふえれあい、交流し、相

互理解できるよう、交流機会を創出するとともに、障がい者の参加支援などを図ってい

く必要があります。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①就学前教育、学校教育

等における一貫した福

祉教育の推進 

■幼稚園における就学前教育や学校教育での総合的学習の時間な

どを活用した福祉教育の推進 

■学校職員などに対する福祉意識啓発機会の充実 

②生涯学習の観点からの

人権問題や障がい者問

題の学習機会の充実 

■生涯学習を通じた人権問題や障がい者問題に関する学習機会の

充実 

■人権啓発事業の充実 

■障がい者の支援に必要な基本的知識の普及 

③障がい者団体や市民の

自主的な交流活動の促

進と支援 

■障がいの有無を問わず市民相互が日常的に交流できる機会の創

出や市民の自主的な交流事業の促進 

■開催場所の提供や開催に係るアドバイスなど障がい者団体や地

域における市民の自主的な交流活動への支援 

④障がい者の参加促進 ■各種の交流活動・事業への介助者の配置やコミュニケーションな

どに対する支援 
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３．ボランティア活動・ＮＰＯ活動への支援 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者やその家族介助者の生活支援に対するニーズは、それぞれの障がいの特性や

置かれた環境によって多様であり、市などが提供する公的なサービスだけできめ細かな

対応ができるものではありません。 

このため、ボランティアやNPOなどの市民の「力」が不可欠であり、社会福祉協議会

と連携しながら幅広い市民の参加を促し、市民の自主的な活動を育成していく必要があ

ります。 

また、障がい者が同じ立場から、他の支援を必要とする障がい者の相談に応じたり、

ボランティア活動やNPO活動の調整役となるなど、障がい者自身のボランティア活動へ

の参加を進めていくことも必要です。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①ボランティアや

NPO の育成 

■ボランティアに関する相談や研修機会の充実などボランティアセン

ターとしての社会福祉協議会の育成機能やコーディネート機能の充

実の促進 

■特に支援が求められる知的障がいや精神障がい者の支援のためのボ

ランティアや NPO の育成 

②ボランティア・

NPO 活動に関す

る情報提供の充実 

■ボランティア活動・NPO 活動に関する市民への情報提供の充実 

■ボランティアや NPO 相互の交流・情報交換の機会の充実とネットワ

ーク化の促進 

③障がい者のボラン

ティア活動の育成 

■障がい者自らが同じ立場から障がい者を支援するピアカウンセリン

グやボランティア活動（ピア･サポート活動）の育成 

④市民、事業者、ボラ

ンティア・ＮＰＯな

どの連携強化 

■市民、事業者、ボランティア・ＮＰＯ及び社会福祉協議会などの連

携、協力による地域福祉活動の推進 
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第２章 障がい者の自立した生活を支えるために 
 

 

１．障がいの早期発見・早期療育 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がいをできるだけ早期に発見し、適切な療育を行うことは、障がい程度の軽減や生

活能力の向上を図る上で重要です。 

このため、保健・医療・福祉・教育の連携を密にし、乳幼児健康診査や発達・育児相

談の充実により障がいの早期発見に努め、心理相談や発達相談の個別指導、療育へとつ

ないでいくとともに、家族の不安解消を図っていくことが求められます。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①妊産婦健診や母

子保健事業の充

実 

■妊婦と胎児の健康のための妊産婦健診や健康相談、訪問指導の推

進 

■乳幼児期における成長発達への不安に対する対応、障がいの早期

発見のための健康診査、指導の充実 

②早期療育体制の

充実 

■１歳６か月児健診、３歳６か月児健診など子どもの発達の節目に

おける健診を通じた障がいの早期発見、早期治療・療育の実施 

■障がいの早期発見のための保健、福祉、学校等の連携強化 

■発達状態に応じた個別指導によるきめ細かな対応 

③健康診査などの

適切な実施 

■乳幼児健診や保護者・家族のカウンセリング、日常生活指導の充

実と必要に応じた関係機関への紹介 
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２．保健・医療サービスの充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者の状態に応じた健康づくりの支援や医療・リハビリテーションを充実してい

くことは、障がいの軽減を図り、障がい者の自立を促進する上で不可欠です。 

また、近年の障がい者数の増加は、特に身体障がい者の場合、障がいの原因が脳血管

疾患・心疾患・糖尿病といった生活習慣病に起因するケースが多く見受けられ、また、

ストレス要因の多い今日、ストレスによる心の病を抱えるケースも見受けられます。 

これらの障がいは、予防が可能であり、生活習慣病対策の一環として、疾病の早期発

見や早期治療につなげる取り組みが必要です。 

また、障がい者が安心して医療サービスを受けられるよう、障がいの特性に配慮した

医療体制を充実していくことも必要です。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①障がい者が安心して利用で

きる地域医療サービスの充

実 

■医師会の協力による障がい者が必要な医療を身近で利

用しやすい受診環境の充実の促進 

■障がい者やその家族への「かかりつけ医」の確保に関す

る啓発 

②医療費の給付 
■障害者自立支援法の施行に基づく自立支援医療の支給 

■重度心身障がい者に対する医療費の助成 

③生活習慣病予防対策の推進 ■障がい者の健康の維持・増進や疾病の予防支援のため

の、ライフステージに応じた生活習慣病予防対策の推進 

■高齢障がい者に対する地域支援事業（介護保険制度）を

通じた介護予防の推進 

④在宅療養生活の支援 ■障がい及びその原因となる疾患の発見から、早期治療、

リハビリテーション、福祉サービス、介護サービスへと

適切な支援を行うための関係機関や福祉の連携強化 

■在宅での療養生活を支援するための保健・医療・福祉に

わたる総合的なサービス調整と医療機関との連携強化 
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３．在宅サービスの充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けることができるよう、在宅サ

ービスを充実し、自立した生活を支援していくことが求められます。 

従来までの在宅サービスは、障害者自立支援法の施行により、平成18年10月からは

「障がい程度区分」に応じた新体系サービスや地域生活支援事業によるサービスへと再

編されています。 

このため、新たな制度の内容について、障がい者やその家族への周知徹底を図ってい

くとともに、それぞれの状態に応じた適切なサービス利用を促進していく必要がありま

す。 

また、発達障害者支援法が成立し、ライフステージに応じた総合的な支援策が検討さ

れており、国・県の施策動向に対応しながら、今後、本市としての取り組みを検討し、

推進していくことが求められます。 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①障害者自立支援法に

基づく「介護給付」

の提供 

■障害者自立支援法に基づく「居宅介護（ホームヘルプ）」や「重度訪

問介護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」の各サービスの提供 

②障害者自立支援法に

基づく「地域生活支

援事業」の推進 

■障害者自立支援法の成立により市が実施主体となった「地域生活支援

事業」の障がい者の利用ニーズなどを踏まえた事業の推進 

③在宅の難病患者等に

対する支援 

■在宅での療養生活を続ける難病患者などの生活支援のための居宅生

活支援事業（ホームヘルプサービス）や短期入所事業、日常生活用具

の給付の継続 

■保健・医療・福祉の連携強化による訪問指導などのきめ細かな支援体

制の整備 

④発達障がい者への生

活支援策の検討 

■「発達障害者支援法」を踏まえ、国・県との連携による発達障がい者

への支援策の実施 
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４．日中活動の場づくり 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障害者自立支援法の施行により、障がい者関連施設は大きく「日中活動の場」と「居

住の場」とに機能区分されました。 

平成18年10月からは原則として新たなサービス体系である「療養介護」、「生活介

護」「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」、そして地域生活支援事業で

ある「地域活動支援センター事業」のいずれかを利用することになります。 

このため、障がい者が必要なサービスを適切に利用できるよう、施設・事業者に対し

て新体系サービスへの移行を促進していく必要があります。 

また、制度改革によってサービス利用時の自己負担が発生することから、これまで利

用していたサービスの利用を差し控える状況も懸念されるため、利用者に対する制度周

知をさらに徹底し、必要なサービスが受けられるよう支援していくことが求められます。 

さらに、認定外の軽度の人に対して、関連施策との連携を図り、日中活動の場が確保

できるよう努めていく必要があります。 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①障害者自立支援法に

基づく日中活動の場

の確保 

■障害者自立支援法に基づく日中活動の場を確保するため、事業者

による新たなサービス体系への円滑な移行の促進 

②認定外の新たな日中

活動の機会の創出 

■障がい程度区分の認定外となる軽度の障がい者を対象とした日

中活動の機会の創出 
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５．居住支援の充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者の多くが在宅での生活を希望しており、地域での自立生活を支援するために

は住まいの確保が重要な課題となっています。 

特に、施設に入所している知的障がい者や精神障がい者が地域生活へ移行していくこ

とを支援・促進するためには、安心して暮らせる「住まい」を確保することが求められ

ます。 

このため、事業者の新体系サービスへの移行や参入を促進し、障害者自立支援法に基

づく「施設入所支援」のほか、「グループホーム（共同生活援助）」や「ケアホーム（共

同生活介護）」など、暮らしの場を確保できるよう取り組んでいく必要があります。 

同時に、公営住宅への入居促進など、市の住宅施策との調整の中で暮らしの場の確保

をめざし、地域での継続的な生活の支援、施設入所から地域への移行支援に努める必要

があります。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①障害者自立支援法に

基づく施設入所支援

等の充実 

■障害者自立支援法に基づく施設入所支援のほか、ケアホーム、グ

ループホーム、福祉ホームなど障がい者の地域生活を支援するた

めの居住サービスの充実 

②一般住宅の確保の支

援 

■民間借家などの一般住宅への入居希望に応じた居住サポート事

業への取り組み 

■公営住宅への入居など、市の住宅施策との連携・調整による障が

い者の住宅の確保 

③住宅改修の支援 ■住宅を改修するにあたっての相談の充実とともに、費用負担への

支援（地域生活支援事業） 
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６．経済的支援の充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者の社会生活の安定を図り、自立や社会参加を促進するためには、経済的な基

盤づくりが重要であり、各種年金や手当制度の充実・普及が必要です。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①各種福祉手当の支給 ■障がい者の生計の柱となっている各種福祉手当に関する国への

制度充実の要請 

②障害者扶養共済制度

への加入促進 

■障がいのある児童等の保護者が亡くなったり、重度の障がいにな

った場合に扶養されている障がい者に給付金を支給する「障害者

扶養共済制度」への加入促進 

③各種減免制度の周知

と利用促進 

■住民税の控除や自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免など

のほか、ＪＲ・バス運賃、タクシー料金、有料道路通行料金など

の各種割引・減免制度の周知・普及 
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第３章 障がい者の「生きる力」を伸ばし、共に生きる喜び

を高めるために 
 

 

１．障がいの特性に応じた教育及び保育の推進 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がいのある子どもたちに対し、成長の各過程において障がいの特性に配慮した教育

機会が提供されるとともに、LD（学習障がい）やADHD（注意欠陥多動性障がい）、

高機能自閉症などの軽度発達障がいに対する支援を受けられることが必要です。 

学校教育においては、障がいのある子どもの教育的ニーズに応じられるよう、平成19

年度から特別支援教育の推進が課題となります。 

こうしたことを受け、障がいのある子どもが一人の人間として、その能力を最大限に

伸ばしていくことができるよう、一人ひとりの個性や特性など教育的ニーズに応じた特

別支援教育の内容や支援体制の充実を図り、学びやすい教育機会を提供していくことが

求められます。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①就学・教育相談体制

の充実 

■保健・福祉や保育所、幼稚園、学校などにおける就学・進路相談

機能の充実と相互連携の強化（教育相談事業の推進） 

②障がいのある幼児の

保育機会の充実 

■障がい児保育の推進 

③障がいのある子ども

に対する適切な教育

機会の提供 

■特別支援学級の設置や通常の学級で学ぶ場合の施設・設備の配慮 

④軽度発達障がいのあ

る子どもへの支援 

■LDやADHD、高機能自閉症などの軽度発達障がいにより特別な

教育的支援が必要な子どもに対する支援体制の整備 
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⑤学校教育における障

がい者への理解の推

進 

■障がいの有無にかかわらず地域で暮らす子どもたちの連帯意識

を育み、障がい者に対する理解を深めるための特別支援学校など

の子どもとの交流教育の推進 

■副読本の活用やボランティア体験など、学校教育における障がい

者問題に関する学習機会の充実 

⑥障がいに関する教職

員研修の充実 

■軽度発達障がいを含めた多様な障がいに対する理解を深めるた

めの教職員に対する研修機会の充実 

⑦障がいのある子ども

の放課後対策等の充

実 

■障がいのある子どもの放課後対策や、夏休みなどの長期休暇時に

おける居場所づくり 
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２．生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の機会の充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者が地域の中で自己実現を図りながら心豊かな生活を送ることができるよう、

生涯学習やスポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会を充実し、これらを通じて気

のおけない仲間づくりや自分を理解してくれる仲間づくりを支援していくことが重要で

す。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①生涯学習機会の

充実 

■障がい者の社会参加を促すための学習機会の充実 

■指導者の育成や芸術・文化活動に関する情報提供の充実 

②障がい者に配慮

したスポーツ・レ

クリエーション

の振興 

■障がい者がスポーツ・レクリエーション活動に気軽に親しむこと

ができるよう、施設の整備・改善やスポーツ指導者の育成・確保、

スポーツ・レクリエーションに関する情報の効果的な提供 

■健康の保持や障がいの有無をとわず交流を広げることができるよ

う、障がい者を対象とした競技スポーツやニュースポーツなどの

生涯スポーツの振興 

③障がい者への生

涯学習関連情報

の提供 

■障がい福祉に関する資料の収集と広く市民への提供 

■障がいに配慮した図書の収集と利用促進 
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３．就労支援と就労の場の確保 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者の雇用をめぐる環境は、改善されてきたとは言い難い状況にあり、アンケー

ト調査結果においても日常生活上の問題として「就労問題」が上位に挙げられています。 

障害者自立支援法においては、「就労移行支援事業」などを創設し、障がい者の就労

支援を強力に推進していくこととしており、障がい者がその適性や能力に応じて可能な

限り希望する就労が実現できるよう、事業者に対し、新体系サービスへの移行を促進し

ていく必要があります。 

同時に、障がい者の就労を支援促進していくためには、地域全体で障がい者の雇用の

場を拡充していく取り組みが必要であり、地域の企業・事業所などの理解と協力、また、

国、県の関係機関との連携、福祉施策と雇用施策との連携など総合的な推進体制を確立

することが求められます。 

一方、一般就労が困難な障がい者に対する福祉的就労の機会についても引き続き充実

していく必要があります。 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①障がい者の雇用拡

大のための企業・事

業所等に対する啓

発の推進 

■公共職業安定所（ハローワーク）や県、産業団体などとの連携

強化による障がい者の雇用拡大のための事業所への啓発の推

進 

■特別支援学校（養護学校）の学生などの企業・事業所における

職業体験や実習の機会の提供に関する啓発 

②就労支援・継続のた

めの新体系サービ

スへの円滑な移行

の促進 

■障害者自立支援法に基づき、就労移行支援、就労継続支援、地

域活動支援センター等の新たなサービス体系への円滑な移行

の促進 

③総合的な就労相談

体制の確立 

■地域自立支援協議会を中心に、就労に関する一貫した支援と総

合的な相談支援の体制の確立 

④福祉的就労機会の

提供 

■一般就労が困難な障がい者の就労を支援するための福祉的就

労機会の提供 
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第４章 障がい者の地域生活のための総合的な支援体制を

整えるために 
 

１．相談体制の充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者やその家族が抱えるさまざまな問題に対する相談体制を整えることは、地域

生活を支援する上で重要であり、安心して、また気軽に利用できる相談体制の整備が求

められています。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①窓口サービスの充実 

 

■それぞれの障がいの特性に配慮したきめ細かな窓口サービス

の充実と総合相談窓口の設置検討 

②総合的な相談のネッ

トワークづくり 

■障がい者の多岐にわたる相談内容に迅速かつ的確に対応でき

るよう、関係各課の連携体制の確保 

■社会福祉協議会や障がい者関連施設、医療機関、公共職業安定

所など多分野にわたる総合的な相談ネートワークづくり 

③身体障害者相談員・知

的障害者相談員活動

の充実 

■障がい者やその家族からの相談に応じ、関係機関と協力してそ

の解決にあたる身体障害者相談員や知的障害者相談員による

相談活動の充実 

④民生委員・児童委員の

相談活動の充実 

■問題を抱えながらも相談に行けない障がい者や家族などの発

見や相談・指導・助言など個別援助活動を行う民生委員・児童

委員の相談活動の充実 
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２．情報提供体制の充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

情報の提供に対する障がい者やその家族からの要望は強く、今後とも必要な情報が的

確に伝わるよう、情報提供・表示などの方法について検討を進める必要があります。 

また、情報収集・利用などに大きな支障のある聴覚障がい者や視覚障がい者に対して、

コミュニケーション手段の確保と情報利用の円滑化を支援していくことが求められます。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名        内内内内             容容容容    

①「声の広報」、「点

字広報」化の推進 

■視覚障がい者に配慮した声の広報化や点字広報化など市の広報

や議会だよりなどの充実 

■重要度の高い文書や案内文書などの点字版の作成や音声化など

障がいの特性に配慮した広報伝達 

②ホームページの充実 ■利用しやすい表示や伝達の方法、操作方法の工夫、色覚異常のあ

る人への配慮などホームページによる情報提供の充実 

③障がい者の情報バリ

アフリー化の推進 

■インターネットなどの情報媒体を気軽に利用できるよう、障がい

者のパソコン操作などの支援やそのための「ITボランティア」な

どの人材養成 
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３．人権・権利擁護の推進 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

障がい者に対する施設内や家庭内での虐待が全国的に問題視されています。こうした

虐待行為は当事者に体罰という認識がなく、また、密室で行われる場合が多いと言われ

ます。 

このため、障害者自立支援法の付帯決議の中においても、「障害者の虐待防止のため

の取り組み、障害を理由とする差別禁止に係わる取り組み、成年後見制度その他障害者

の権利擁護のための取り組みについて、より実効的なものとなるよう検討し必要な措置

を講じること」が掲げられています。 

このため、国・県と連携しながら虐待防止の啓発を充実し虐待の予防を図るとともに、

虐待が発生していた場合の早期発見から適切な対応につなぐ一貫した支援体制を確立し

ていく必要があります。 

また、障がいにより自らの判断能力が不十分で、契約等の法律行為における意思決定

が困難な人に対する権利擁護制度の周知と利用促進が必要です。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①虐待防止など人権に

関する啓発の推進 

■障がい者に対する虐待防止のための関係者に対する意識啓発、地

域での取り組みに関する啓発 

②虐待等への的確な対

応のための体制整備 

■虐待の早期発見のためのチェック機能の強化と警察や医療機関、

民生児童委員などの関係機関・団体との連携強化による速やかな

連絡・連携体制の確立 

③地域福祉権利擁護事

業の推進 

■知的障がい者や精神障がい者など判断能力が十分ではない人に対

する権利擁護に係る相談、福祉サービスの利用援助、金銭管理サ

ービスなどを行う地域福祉権利擁護事業の推進 

④権利擁護体制の確立 ■地域福祉権利擁護事業や成年後見制度に関する周知と利用促進 
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第５章 安全で安心できる生活環境を整備するために 
 

 

１．バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進 

【【【【基基基基本課題本課題本課題本課題】】】】    

障がい者の社会参加を促進していくためには、歩道や建物の段差の解消、憩いや交流

の場となる公園整備などにおける障がい者の利用しやすさへの配慮など、「福祉のまち

づくり」を総合的に進めることが重要です。 

また、単に施設改善にとどまらず、障がい者など市民の利用ニーズを踏まえ、「ユニ

バーサルデザイン」の考え方を取り込みながら、計画的な施設整備を進める必要があり

ます。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①公共施設のバリア
フリー化、ユニバー
サルデザイン化の
推進 

■障がいの有無や年齢にかかわらずだれもが利用しやすい施設と

なるよう、公共施設のバリアフリー化の推進と計画段階からのユ

ニバーサルデザイン化の検討 

■事業実施に際し、障がい者の意向を組み入れた事業実施方式の定

着 

②安全・安心の道路交

通環境や公園の整

備 

■障がい者の歩行の安全確保と事故防止のための道路の段差解消

や安全な道路交通環境の整備 

■公園や観光施設のバリアフリー化の推進と障がい者が利用しや

すいトイレの設置 

③民間建築物の整備

改善の促進 

■不特定多数の市民が利用する商業施設や病院などの民間建築物

のバリアフリー化の促進 
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２．移動・交通手段の整備改善 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

市内の駅施設や路線バスの車両などについてバリアフリー化の取組みが十分に進んで

いるとは言えない状況があります。 

このため、障がい者が地域における自立生活や社会参加を支援する環境づくりとして、

鉄道やバスなど公共交通機関への協力を求め、バリアフリー化を促進していく必要があ

ります。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①障害者自立支援法に基

づく移動支援の充実 

■移動に支障のある障がい者が安心して利用できるよう、障害者

自立支援法に基づく行動援護のほか、地域生活支援事業に位置

づけられる移動支援事業の推進 

②ボランティアによる移

動支援 

■障がい者に対する移送ボランティアの育成 

③公共交通機関のバリア
フリー化の促進 

■電車やバスなどの公共交通機関のバリアフリー化の促進 
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３．障がい者に配慮した防災・防犯対策の充実 

【【【【基本課題基本課題基本課題基本課題】】】】    

自然災害などの緊急時に自力では避難が困難な障がい者を支援するため、防災知識の

普及や災害時の適切な情報提供・避難誘導などの体制充実に努める必要があります。 

また、障がい者を含め、市民が悪質商法などの被害にあわないよう、意識啓発や適切

な情報提供などが必要です。 
 

【【【【具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策】】】】    

施策施策施策施策・・・・事業名事業名事業名事業名    内内内内             容容容容    

①地域防災計画の推進 ■「地域防災計画」に基づく、障がい者に対する災害時の情

報伝達、避難誘導体制及び避難所における生活の困難性の

軽減などに配慮した対策の充実 

②地域防犯体制の確立 ■地域における障がい者の防犯思想の普及・啓発、防犯パト

ロールなど地域安全活動の推進 

③災害時要援護者の避難支

援体制の確立 

■「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」に基づく災害

時要援護者の避難支援体制の確立 
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  事業計画  
第１期障がい福祉計画         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障がい福祉計画は、障害者自立支援法において定められ
た事項について平成２０年度までの第１期計画として
取りまとめたものです。 
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第１章 新体系サービス整備の基本的考え方 
 

１．新体系サービスの整備に関する国の考え方 

障がい福祉計画の策定にあたっては、国の「基本方針」（平成18年厚生労働省告示

395号）に示される次の基本的理念を考慮することが求められています。また、平成23

年度の目標達成を念頭に置きながら、平成18年度から平成20年度までの第１期では各

年度の利用見込みを設定するとともに、その確保のための方策を定めることが求められ

ています。 
 

図表図表図表図表    27272727    国国国国がががが示示示示すすすす「「「「計画策定計画策定計画策定計画策定にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての基本的理念基本的理念基本的理念基本的理念」」」」    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーマライゼーションの理念のもと、障害の種別、程度を問わず、障害者が自ら

その居住する場所を選択し、その必要とする障害福祉サービスその他の支援を受け

つつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サ

ービスの提供基盤を進める。 
 
 

 

障害福祉サービスに関し、市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、従来、

身体障害、知的障害、精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化するこ

とにより統一する。 

また、ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別、程度を問わず、立ち遅れ

ていた精神障害者などに対するサービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を

通じて地域間で大きな較差のあるサービスの均てん化を図る。 
 

 

障害者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対

応したサービス提供基盤を整える。 

また、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域に

おけるサービス拠点づくり、NPO 等によるインフォーマルサービスの提供など、地

域の社会資源を最大限に活用し、基盤整備を進める。 
 

１１１１．．．．障害者障害者障害者障害者のののの自己決定自己決定自己決定自己決定とととと自己選択自己選択自己選択自己選択のののの尊重尊重尊重尊重    

２２２２．．．．市町村市町村市町村市町村をををを基本基本基本基本とするとするとするとする仕組仕組仕組仕組みへのみへのみへのみへの統一統一統一統一とととと３３３３障害障害障害障害のののの制度制度制度制度のののの一元化一元化一元化一元化    

３３３３．．．．地域生活移行地域生活移行地域生活移行地域生活移行やややや就労支援等就労支援等就労支援等就労支援等のののの課題課題課題課題にににに対応対応対応対応したしたしたしたサービスサービスサービスサービス基盤基盤基盤基盤のののの整備整備整備整備    
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また、障がい福祉サービスの基盤整備にあたっては、前記の基本的理念を踏まえ、次

の諸点に配慮し、数値目標を設定し、計画的な整備を行うこととすることが求められて

います。 

図表図表図表図表    28282828    障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備にににに係係係係るるるる国国国国のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この計画では、次のような国の基本方針を勘案し、平成23年度の目標を念頭に置きな

がら、その達成に向けた平成20年度までの第１期における障がい福祉サービスごとの利

用見込と確保のための方策、利用促進のための方策を掲げるものとします。 

１１１１．．．．全国全国全国全国どこでもどこでもどこでもどこでも必要必要必要必要なななな訪問系訪問系訪問系訪問系サービスサービスサービスサービスをををを保障保障保障保障 

立ち遅れている精神障害者などに対する訪問系サービスの充実を図り、全国どこ

でも必要な訪問系サービスを保障する。 
 

２２２２．．．．希望希望希望希望するするするする障害者障害者障害者障害者にににに日中活動日中活動日中活動日中活動サービスサービスサービスサービスをををを保障保障保障保障    

小規模作業所利用者の法定サービスへの移行等を推進することにより、希望する

障害者に適切な日中活動サービスを保障する。 
 

３３３３．．．．グループホームグループホームグループホームグループホーム等等等等のののの充実充実充実充実をををを図図図図りりりり、、、、施設入所施設入所施設入所施設入所、、、、入院入院入院入院からからからから地域生活地域生活地域生活地域生活へのへのへのへの移行移行移行移行    

地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図るととも

に、自立訓練事業等の推進により、施設入所・入院から地域生活への移行を進める。 
 

４４４４．．．．福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設からからからから一般就労一般就労一般就労一般就労へのへのへのへの移行等移行等移行等移行等のののの推進推進推進推進    

就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進めるとと

もに、福祉施設における雇用の場を拡大する。 
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図表図表図表図表    29292929    平成平成平成平成23232323 年度年度年度年度にににに向向向向けたけたけたけた障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針    

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

平成23 年度末までに、「現在の入所施設入所者の１割以上が地域生活に移行」 

（平成23 年度末時点の施設入所者数を現在の７％以上削減） 

② 入院中の精神障がい者の地域生活への移行 

平成24 年度までに、精神科病院の入院患者のうち「退院可能精神障がい者」の解消（地

域生活へ移行） 

③ 福祉施設から一般就労への移行 

平成23 年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の４倍以上にする。 

（就労継続支援利用者のうち３割は「Ａ型」へ） 
 

２．本市における新体系サービスの整備方針 

新体系サービスの整備に関する国の基本的考え方（基本方針）を踏まえるとともに、

障がい者の利用ニーズ等から、本市における新体系サービスの整備方針を次のとおり設

定します。 

① 相談支援体制や権利擁護の支援体制の充実 

障がい者に必要な支援は、障がいの種類や程度、生活状況などによって異なります。

一人ひとりが必要なサービスを的確に利用できるよう、福祉、保健・医療、教育をはじ

め様々な情報を集約し、多様な相談に対応できる体制が必要となります。 

障がいの種類に関わらず、身近な場所で相談できるよう、市や県の関係機関、施設・

事業者などの専門機関、あるいは必要に応じて介護保険事業との連携をより一層深め、

相談支援体制の強化を図る必要があります。 

また、権利擁護をはじめ、生活全般の相談、援助ができるよう、総合的な支援体制づ

くりが必要となります。 

② 地域での自立した暮らしを支援する新体系サービスへの円滑な移行 

障がい者が住み慣れた地域で自立して暮らすためには、利用者である障がい者の視点

に立って、必要なサービスが利用できるよう、福祉、保健・医療サービスの質・量の拡
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充やコミュニケーション手段の確保を保障する必要があります。 

特に、家族介護者の高齢化が進み、親亡き後も障がい者が住み慣れた地域で自立して

暮らし続けられるよう、グループホームなどの住まいや就労を含めて日中に活動できる

場を確保する必要があります。また、施設に入所（入院）している障がい者が地域で暮

らすことができるよう施策を検討する必要があります。 

③ 就労支援策の強化 

障がい者にとって働くということは、経済的な基盤づくりであるとともに、労働を通

じて喜びや生きがいなどを見出したり、社会参加、社会貢献などの自己実現を図ったり

するなど、経済的、社会的な自立を支える重要な柱です。 

また、障がいのある子どもの卒業後の進路については、ニーズが多様化しているため、

希望進路の選択に向けて福祉、教育、労働等の各分野の連携をより一層強化する必要が

あります。 

このため、新体系サービスに基づき、能力と適性に応じて可能な限り就労し、継続で

きるようサービスの充実に努めるとともに、障がい者の一般就労を支援促進するため、

庁内の関係部署をはじめ、ハローワーク（公共職業安定所）や産業団体（商工会議所）、

一般事業所等とのネットワークづくりに取り組む必要があります。 

④ 精神障がい者に対する支援の充実 

これまで精神障がい者の自立支援に関しては、制度上、一部を除き福祉サービスの対

象外であったことに加え、市内に関連施設やサービス事業者のなど集積がなかったこと

など、その地域での自立した生活を支援するサービス基盤が十分とは言えない状況にあ

りました。 

このため、今後は地域の中で必要な支援を受けながら自立して暮らしていけるよう総

合的な施策展開が必要となります。 

特に、市民の意識啓発に一層努め、社会的な偏見を取り除くとともに、精神障がい者

の社会復帰を図るため、保健・医療・福祉、教育・労働・住宅など関係機関の連携を確

保し、自立支援法に基づく新体系サービスが利用できるよう提供基盤の整備を早期かつ

円滑に進めていくことが必要です。 
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第２章 平成23年度に向けた新体系サービスの整備目標 
 

国の計画策定に関する「基本方針」では、平成23年度に向けた新体系サービスの整備

目標を次のように掲げています。 
  

① 平成23 年度末までに、「現在の入所施設入所者の１割以上が地域生活に移行」 

（平成23 年度末時点の施設入所者数を７％以上削減） 

② 平成24 年度までに、精神科病院入院患者のうち「退院可能精神障がい者」を地域生活へ 

③ 平成23 年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の４倍以上にする 

（就労継続支援利用者のうち３割は雇用型へ） 

 

これに基づき、本市における平成23年度の障がい福祉サービスの整備目標を次のよう

に定めます。 
 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

地域生活への移行を進める観点から、入所施設を退所し、生活介護及び自立訓練など

の日中活動系サービスや居宅介護等の訪問系サービスを利用しながらグループホームや

ケアホーム、一般住宅で暮らす人数、すなわち、入所施設から平成23年度末において地

域生活へ移行する人数を「8人」として目標設定します。 
 

図表図表図表図表    30303030    平成平成平成平成23232323 年度末年度末年度末年度末におけるにおけるにおけるにおける施設入所者数施設入所者数施設入所者数施設入所者数のののの目標目標目標目標    

項 目 目 標 備 考 

入所者数（Ａ） ６２人 平成17年10月1日現在の法定施設（※）入所者数  

【目標値】  

削減見込（Ａ－Ｂ）  

８人 

（12.9％） 差引減少見込数  

【目標値】  

地域生活移行者数  

８人 

（12.9％） 

施設入所からグループホーム、ケアホーム等

へ移行する者の数  

※法定施設： 

・身体障がい者 － 更生施設、療護施設、授産施設 

・知的障がい者 － 更生施設、授産施設  

・精神障がい者 － 生活訓練施設（援護寮）、授産施設  
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（２）「退院可能精神障がい者」の地域生活への移行  

 

平成23年度末までに「受け入れ条件が整えば退院可能精神障がい者」（以下「退院可

能精神障がい者」という。）として想定される8人が退院することをめざします。 

このため、目標年度となる23年度末の目標値については、グループホーム及びケアホ

ーム、日中活動系サービス、居宅介護（ホームヘルプ）をはじめとする訪問系サービス

など、退院後の生活を支える受け入れ条件等の整備をめざします。 
 

図表図表図表図表    31313131    平成平成平成平成23232323 年度末年度末年度末年度末におけるにおけるにおけるにおける退院可能精神障退院可能精神障退院可能精神障退院可能精神障がいがいがいがい者者者者のののの地域移行地域移行地域移行地域移行のののの目標目標目標目標    

項 目  数値目標  備 考  

「退院可能精神障がい者」数 ９人 県調査結果に基づく人数 

【目標値】 

減少数  
８人 

平成23年度末までに減少（退院）をめざす

人数  

 

 

（３）福祉施設利用者の一般就労への移行  

 

平成17年度現在で障がい者の一般就労の実績はありませんが、平成23年度には、福

祉施設利用者のうち就労移行支援などを通じて一般就労に移行する人数を「２人」と設

定します。 
 

図表図表図表図表    32323232    平成平成平成平成23232323 年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける福祉施設利用者福祉施設利用者福祉施設利用者福祉施設利用者のののの一般就労移行一般就労移行一般就労移行一般就労移行のののの数値目標数値目標数値目標数値目標    

項 目  数値目標  備 考  

年間一般就労移行者数  ０人 
平成17年度において福祉施設を退所し、一般

就労した人数 

【目標値】  

平成23年度の 

年間一般就労移行者数 

２人 
平成23年度において福祉施設を退所し、一般

就労する人の見込み数 
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第３章 第１期におけるサービスの利用見込みと確保方策  
 

１．訪問系サービスの利用見込み量と確保方策  

（１）訪問系サービスの種類と利用対象者  

障害者自立支援法に基づく訪問系サービスは、支援費制度において身体介護、家事援

助、移動介護、日常生活支援を行っていた「居宅介護事業」を再編したものであり、「居

宅介護」（ホームヘルプ）のほか、重度の障がい者に配慮して創設された「重度訪問介

護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」のサービスがあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

居宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 
 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】：障がい程度区分が「区分１」以上の人 

②重度訪問介護  

重度の肢体不自由の人で常に介護を必要とする人に対し、居宅で入浴、排せつ、
食事の介護等、あるいは外出時の移動支援等を総合的に行います。  

 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】：障がい程度区分が「区分４」以上であって、２肢以上に麻痺があ
り、歩行、移乗、排尿、排便がすべてできる以外の人 

（15 歳未満は対象外） 

③行動援護  

知的障がいや精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者が行動す
るときに生じ得る危険を回避するために必要な支援や外出時の移動支援等を行
います。 

 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】：障がい程度区分が「区分３」以上であって、障がい程度区分の認
定調査項目のうち一定の要件を満たしている人 
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（２）訪問系サービスの利用見込み  

支援費制度の居宅介護（ホームヘルプ）の１月当たりの利用時間の実績からその伸び

率を算出し、平成18年度から23年度までの利用見込（１月当たりの利用時間数）を次

のとおり設定します。 

なお、訪問系サービスの内、「重度訪問介護」や「重度障害者等包括支援」について

は、それぞれの利用要件が極めて重度の場合に限定されていることから対象となる人数

が極めて少数となることが見込まれます。    

図表図表図表図表    33333333    訪問系訪問系訪問系訪問系サービスサービスサービスサービスのののの利用見込利用見込利用見込利用見込みみみみ（（（（月当月当月当月当たりたりたりたり））））    

区 分 平成18年度  平成19年度  平成20年度 平成23年度 

 (時間/月) 677 952 1,331 2,655 

 

（３）確保方策  

①サービス提供事業者に対し、精神障がい者（退院可能精神障がい者）など今後新たな

サービス利用が見込まれる人へのサービス提供を働きかけていきます。 

②新体系サービスへの移行に伴い、特に重度障がい者などのサービス利用ニーズが高ま

ることが見込まれることから、これらの需要を的確に把握しながら適切なサービスを

利用できるよう、サービス提供事業者に対し専門的人材の確保及びその質的向上を働

きかけていきます。 

④重度障害者等包括支援  

常時介護が必要な人の中でも介護の必要性が極めて高いと認められる人に、居
宅介護をはじめ複数のサービスを包括的に行います。 

 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】：障がい程度区分が「区分６」以上であって、障がい程度区分の認
定調査項目のうち一定の要件を満たしている人 
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 ２．日中活動系サービスの利用見込みと確保方策  

（１）日中活動系サービスの内容と利用対象者  

日中活動系サービスには、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）、療養介護、児童デイサ

ービス、短期入所（ショートステイ）のサービスがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①生活介護  

常に介護を必要とする人を対象とし、昼間に入浴や排せつ、食事の介護、創作活

動、または生産活動の機会を提供します。  
 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】：次のいずれかに該当する人 

   ○障がい程度区分が「区分３」（施設入所者は「区分４」）以上の人 

   ○年齢が 50 歳以上の場合、障がい程度区分が「区分２」以上の人 

（施設入所者は「区分３」以上の人） 

③自立訓練（生活訓練）  

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機

能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 
 
【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】： 

   ○入所施設・病院を退所・退院した人で、地域生活への移行を図る上で、生活

能力の維持・向上などの支援が必要な人 

   ○養護学校（特別支援学校）を卒業した人、継続した通院により症状が安定し

ている人で、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要

な人 

②自立訓練（機能訓練）  

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機

能向上のために必要な訓練を行います。  
 
【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】： 

   ○入所施設・病院を退所・退院した人で、地域生活への移行を図る上で、身体

的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復が必要な人 

   ○盲・ろう・養護学校（特別支援学校）を卒業した人で、地域生活を営む上で、

身体機能の維持・回復などの支援が必要な人 
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④就労移行支援  

一般企業等への就労を希望する人が対象に、事業所内や企業における作業や実習、

適性にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援を行います。 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】】】】： 

   ○企業への就労を希望している人 

   ○技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する人 

※一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必要な知識及び能力

の向上、起業とのマッチング等を図ることにより雇用または在宅就労が見込

まれる人（65 歳未満） 

⑥就労継続支援（Ｂ型：非雇用型）  

企業等への就労が困難な人を対象とし、通所により就労や生産活動の機会を提供

（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった人

についてその一般就労への移行に向けた支援を行います。 
 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】：】：】：】：    
     ○企業等や就労支援事業（雇用型）での就労経験がある人で、年齢や体力の面

で雇用されることが困難な人 
     ○就労移行支援事業を利用したが、企業等または就労継続支援事業（雇用型）

の雇用に結びつかなかった人 
○上記に該当しない人で、50 歳に達している人、または試行の結果、企業等

の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業（雇用型）の利用が困難と判
断された人 

⑤就労継続支援（Ａ型：雇用型）  

企業等への就労が困難な人を対象とし、通所により「雇用契約」に基づく就労の

機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった人についてその

一般就労への移行に向けた支援を行います。 
 

【【【【利用者利用者利用者利用者像像像像】】】】： 

   ○就労移行支援事業を利用したが、企業の雇用に結びつかなった人 

   ○盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつ

かなかった人 

○企業等を離職した人等就労経験のある人で、現に雇用状態にない人 

※就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、事

業所において雇用契約に基づく就労が見込まれる人 

（利用開始時は 65 歳未満） 
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⑦療養介護  

医療と常に介護を必要とする人を対象とし、医療機関で機能訓練、療養上の管理、

看護、介護及び日常生活の世話を行います。  
 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】：】：】：】：    次のいずれかに該当する人 

○筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼
吸管理を行っている人であって、障がい程度区分が「区分６」以上の人 

○筋ジストロフィー患者または重度心身障がい者であって、障がい程度区分が
「区分５」以上の人 

⑧児童デイサービス  

障がいのある子どもに、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練等を行います。  
 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】：】：】：】：    18 歳未満 
 

⑨短期入所  

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で入浴、排せつ、

食事の介護等を行います。  
 

【【【【利用者像利用者像利用者像利用者像】：】：】：】：    障がい程度区分が「区分１」以上の人 
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（２）日中活動系サービスの利用見込み 

日中活動系サービスについて、現行での施設利用者数をもとに各年度のサービス利用

者数の推計を行い、これに標準的な１月当たりの利用日数（22日）を乗じて、平成18

年度から23年度までのサービスの利用見込みを次のように設定します。 
 

図表図表図表図表    34343434    生活介護生活介護生活介護生活介護、、、、自立訓練自立訓練自立訓練自立訓練、、、、就労移行支援就労移行支援就労移行支援就労移行支援、、、、就労継続支援就労継続支援就労継続支援就労継続支援のののの各年度各年度各年度各年度のののの見込見込見込見込みみみみ（（（（月当月当月当月当たりたりたりたり））））    

区 分  18年度  19年度  20年度  23年度  

生活介護 人日分  ― 198  352 1,320 

自立訓練 （機能訓練） 人日分 44 44  44 44 

自立訓練 （生活訓練） 人日分 ― 44  198 462 

就労移行支援  人日分 88 132  286 484 

就労継続支援 （Ａ型） 人日分 22 22 22 22 

就労継続支援 （Ｂ型） 人日分 330 372  739 893 

 

療養介護については、現在のＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者や重度心身障がい児

（者）が利用対象となりますが、現段階で施設等の新体系サービスへの移行が明確に把

握できないため、第１期計画では利用見込みを設定していません。 

児童デイサービスは、これまでの利用実績をもとに利用人数を設定し、１か月当たり

の利用日数を乗じて平成19年度の利用見込みを167人日、平成20年度を183人日と

設定しています。 

図表図表図表図表    35353535    児童児童児童児童デイサービスデイサービスデイサービスデイサービスのののの利用見込利用見込利用見込利用見込みみみみ（（（（月当月当月当月当たりたりたりたり））））    

区 分  18年度  19年度  20年度  23年度  

児童デイ 人日分  167 175 183 183 

短期入所についても、これまでの利用実績をもとに、平成19年度を71人日、その後

のサービスの浸透やサービス提供体制整備の進捗を見込み、平成20年度には92人日と

設定します。 

図表図表図表図表    36363636    短期入所短期入所短期入所短期入所（（（（ショートステイショートステイショートステイショートステイ））））のののの利用見込利用見込利用見込利用見込みみみみ（（（（月当月当月当月当たりたりたりたり））））    

区 分  18年度  19年度  20年度  23年度  

ショートステイ 人日分  50 71 92 141 
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（３）日中活動系サービスの確保方策 

①生活介護などの新たなサービス体系への移行を働きかけていきます。 

②一般企業等への就労が困難な人に対し、継続的な就労訓練を確保する観点から、企業

などに対し事業発注の働きかけを行うなど、関係機関と連携を密にし安定した施設運

営の支援に努めます。  

③障がい者の就労機会を拡大するため、公共職業安定所（ハローワーク）との連携を強

化し、事業所に対する啓発を図るとともに、障がい者への効果的な雇用情報の提供に

努めます。 

④介護者の疾病などで一時的に介護が困難となった家庭などを支援するため、民間事業

者へ働きかけ、短期入所（ショートステイ）の体制充実を図ります。 
 

３．居住系サービスの利用見込みと確保方策  

（１）居住系サービスの種類と利用対象者  

居住系サービスには、共同生活介護、共同生活援助、施設入所支援のサービスがあり

ます。 
 

  

 

 

 

 

 

①共同生活介護（ケアホーム）  

夜間や休日に共同生活を営む住居で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

②共同生活援助（グループホーム）  

夜間や休日に共同生活を営む住居で、相談その他日常生活の援助を行います。 

③施設入所支援  

施設入所者に対して主に夜間に提供される、入浴、排せつ、食事の介護等のサ
ービスを提供します。  
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（２）居住系サービスの利用見込み  

日中活動系サービスと同様に、平成17年10月時点の施設利用者数をもとに、平成18

年度から平成23年度までの居住系サービスの利用見込み（利用者数）を次のとおり設定

します。 

図表図表図表図表    37373737    居住系居住系居住系居住系サービスサービスサービスサービスのののの見込見込見込見込みみみみ（（（（月当月当月当月当たりたりたりたり））））    

区 分 18年度  19年度  20年度  23年度  

共同生活介護 人  4 4  4 4  

共同生活援助 人  8 10 13  23 

施設入所支援 人  2  4  11  51  

 

（３）確保方策  

障がいの程度や社会適応能力などに応じて居住形態の選択の幅を広げられるよう、グ

ループホームやグループホームの整備について施設・事業所への働きかけを行うととも

に、施設整備に対する地域住民の理解と協力を求めていきます。 
 

４．相談支援（サービス利用計画作成）の利用見込みと確保方策  

障がい福祉サービス（施設入所支援、自立訓練、グループホーム、ケアホーム及び重

度障害者等包括支援を除く）の利用が見込まれる人のうち、自ら福祉サービスの利用に

関する調整が困難な障がいのある人に、計画的なプログラム等の必要な相談を県が指定

する相談支援事業所において提供します。  

また、この利用見込み量を確保するため、施設入所支援、自立訓練、グループホーム、

ケアホーム及び重度障害者等包括支援を除くサービスの利用が見込まれる人のうち、自

ら福祉サービスの利用に関する調整が困難な人などの相談にきめ細かく対応できるよう

相談支援事業の充実を促します。 

図表図表図表図表    38383838    相談支援相談支援相談支援相談支援のののの利用見込利用見込利用見込利用見込みみみみ（（（（1111 月当月当月当月当たりたりたりたり））））    

区 分  18年度  19年度  20年度  23年度  

相談支援  人  1 2 2 2 
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５．地域生活支援事業の目標と確保方策 

（１）事業実施目標 

市町村の判断によって実施が求められている「地域生活支援事業」について、平成18

年10月から実施する事業を次のとおりとし、その推進に取り組みます。 

① 相談支援事業 

障がい者やその家族などからの福祉に関するさまざまな問題について相談に応じ、必

要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスなどの利用支援などを行うとともに、障が

い者の権利擁護のために必要な援助を行う事業であり、障がい者にとって身近な場での

実施をめざします。 
 

・  相談支援事業・・・・障害者相談支援事業、地域自立支援協議会 
・  市町村相談支援機能強化事業 
・  成年後見制度利用支援事業 

② コミュニケーション支援事業 

聴覚・言語機能・音声機能障がいのため意思の疎通を図ることに支障がある障がい者

に手話通訳者の派遣などにより意思疎通の円滑化を図ります。 

③ 日常生活用具等給付事業 

重度障がい者などに対し、介護訓練支援用具や自立生活支援用具などの日常生活用具

の給付・貸与などを行い、日常生活の便宜や福祉の増進を図ります。また、住宅改修に

必要な費用の助成を行います。 

④ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者などについて、外出のための支援を行うことにより、

地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とした事業です。 

⑤ 地域活動支援センター機能強化事業 

創作的活動・生産活動の機会提供や社会との交流促進などを行う「地域活動支援セン

ター」の機能を充実強化し、障がい者の地域生活支援の促進を図る事業です。 
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地域活動支援センターには、次のⅠ～Ⅲ型の３類型があります。 

 Ⅰ型 精神保健福祉などの専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連

携強化のための調整、地域ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図

るための普及啓発などの事業です。 

 Ⅱ型 地域において雇用や就労が困難な在宅で障がいのある人に対し、機能訓練、社

会適応訓練、入浴等のサービス（デイサービス）を行う事業です。 

 Ⅲ型 地域の精神に障がいのある人の援護策で、地域の障がい者団体やＮＰＯなどが

実施する通所による援護事業（小規模作業所）です。 

⑥ 福祉ホーム事業 

住居を求めている障がい者が、低額料金で居室や設備等が利用できるとともに、日常

生活に必要な便宜を図り、地域生活の支援を行います。 

⑦ 訪問入浴サービス事業 

身体障がい者の在宅生活を支援するため、訪問による入浴サービスを提供します。 

⑧ 障がい者社会参加促進事業 

ア）スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 

スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者の健康づくりや交流、余暇活動

の充実を図るため、各種スポーツ・レクリエーション教室やスポーツ大会などを開催す

る事業です。 

イ）奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい者とのコミュニケーション支援の一環として、手話や要約筆記、点訳、朗

読などの奉仕員を養成する事業です。 

⑨ 日中一時支援事業 

日中に一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に対して、日中活動の場を提供する

ことにより、家族の就労支援や介護家族の一時的な休息を確保する事業です。 
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（２）確保方策  

１）相談支援事業  

①障がい者や家族などからの相談内容に応じて必要な情報や助言を提供できるよう、身

近な相談支援の場の確保をめざします。 

②相談支援体制の充実に向けて、相談支援窓口のネットワーク化を図るとともに、情報

の共有化に努めます。 

③相談支援事業を効果的に実施するために、地域自立支援協議会のもとに地域の関係機

関や事業所などの連携強化を図ります。 

④障がい者に対する虐待や差別の防止に向けて、サービス提供事業者や相談支援事業者

など関係機関と連携を図るとともに、成年後見制度の活用を含め、人権擁護に努めま

す。 

２）コミュニケーション支援事業  

①社会福祉協議会等との連携により、手話通訳者や要約筆記者などのボランティア養成

に努め、きめ細かなサービス提供体制を整備していきます。 

②障がい者に対し、事業の周知を図り、サービスの利用を促進します。  

３）日常生活用具給付等事業  

障がい者が安定した日常生活を送るため、事業の周知を図るとともに、障がいの特性

に合わせた適切な日常生活用具の給付に努めます。  

４）移動支援事業  

①障がい者の利用ニーズを把握し、適切なサービスを利用できるよう努めるとともに、

事業者での専門的人材の確保や質的向上を働きかけていきます。  

②障がい者の社会参加を促すため、障がい者の外出を支えるボランティアの育成支援に

努めます。 

５）地域活動支援センター事業  

障がいの特性に合わせた活動の場の拡大及び活動内容の充実へ働きかけていきます。 
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計画の推進  
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第１章 新体系サービス等の事業の円滑な実施のために 
 

１．障害者自立支援法の周知 

障がい者が「障害者自立支援法」に基づく新たなサービスを適切に利用することがで

きるよう、法律やサービスの内容、利用手続きなどについて、広報やチラシ、パンフレ

ットをはじめとしたさまざまな媒体を活用して、わかりやすく、かつ障がいの種類に応

じた適切な情報提供を図ります。 

また、情報が行き届かない人も多いため、相談窓口での説明・情報提供を徹底するほ

か、日常的に障がい者と接する機会の多いサービス事業者などと連携し、これらの関係

機関・団体を通じた情報提供に努めます。 

 

２．関係機関などとの連携 

障がい者に対する各種サービスの充実をめざし、保健・福祉分野以外の関係機関・団

体との連携を図って、幅広い協力体制を得ながら計画を推進します。 

また、「障害者自立支援法」がめざす障がい者の地域生活への移行や一般就労を促進

するためには、地域のさまざまな関係機関・団体との連携が不可欠です。 

このため、「地域自立支援協議会」を中心に、国のハローワークや県の保健・福祉関

係機関、企業・事業所など就労に関わる各種団体、医療機関、サービス事業者・施設、

さらには障がい者団体、市民ボランティア、自治会などの地域組織などのさまざまな関

係機関・団体との連携・協働に努めます。 
 

３．公正な認定区分審査の実施 

介護給付などの支給決定に関する認定区分審査会において公正な審査が行なわれるよ

う、県などと連携して審査員の研修などを実施していきます。 



資料編 

80 

 

第２章 地域福祉の推進と計画の適切な進行管理のために 
 

１．市民との協働による地域福祉の推進 

障がい者施策をはじめこれからの福祉においては、公的なサービスが行き届きにくい

領域を市民がサポートすることによって、援護が必要な人が制度の谷間に陥ることなく

安心して暮らし続けられるよう、市民と行政とが協働する「新たな公共」の仕組みを構

築していくことが求められています。 

地域を基礎単位とした市民の自主的な活動を広げるとともに、地域で解決できない問

題に対しては行政が対応するという、「自助・共助・公助」の考え方に基づき、地域福

祉の推進を図ります。 

２．「施策総合化」の推進と計画の適切な進行管理 

障がい者への啓発やサービス提供が総合的に推進できるよう、保健、医療、福祉のみ

ならず、教育、住宅、まちづくりなどの他分野にも関わる計画として位置付けられます。

そのため計画の推進においては、全庁的な連携のもとで「施策総合化」の観点から体系

的、効果的な事業推進に努めます。 

また、本計画に掲げる事業計画が達成されるよう、行政評価の考え方を活用するなど

適切な進行管理を行います。 

計画期間中においても、障がい者のニーズの多様化、経済状況の変化など、社会状況

の変化が予想されます。これらの社会環境の変化や国の動向等を踏まえ、必要に応じた

計画の見直しを行い、効率的で弾力的な運用に努めます。 

 

 


